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微小粒子状物質（ＰＭ2.5）への根本的対策の推進を求める意見書 

 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）については，平成25年１月以降中国での深刻な大気汚染が報道

され，その後，我が国でも越境汚染と見られる一時的な濃度の上昇が観測されるなど，ＰＭ

2.5に対する国民の関心や不安が急速に高まりました。 

ＰＭ2.5は，呼吸器・循環器系への影響が懸念されておりますが，疫学的知見が少なく，暴

露濃度と健康影響との関係も明らかになっていません。 

本市においては，平成23年以降，国に先駆けて有識者等による検討を行い，独自の情報提供

や監視網の整備などを進めており，市民の安心向上や健康影響の未然防止などの成果を挙げて

いるところです。 

しかしながら，去る12月７日に中国で初の赤色警報が出されるなど，極めて深刻な大気汚染

が全世界に大きく報道されており，日本全国に不安が広がっています。 

国においては，平成25年12月に「ＰＭ2.5に関する総合的な取組（政策パッケージ）」が取り

まとめられましたが，その取組を有効に機能させることが急務です。 

よって，福岡市議会は，国会及び政府が，次の事項について速やかに実施されるよう強く要

請します。 

１ 国は，日本周辺における越境大気汚染物質の発生源や移流による影響の解明・研究を進め，

ＰＭ2.5の発生及び飛来を抑制するため，発生源の関係各国に対し，根本的対策を一刻も早

く実施するよう強力に要請すること。あわせて，国内の発生源についても研究と対策を進め

ること。 

２ ＰＭ2.5について，特に西日本では越境大気汚染の寄与割合が大きいとされていることか

ら，天気予報のような広域的な精度の高い予測システムを早急に確立すること。 

３ ＰＭ2.5による呼吸器・循環器系等への健康影響に対する調査研究を積極的に進めるとと

もに，研究結果に基づく指針の検証等については速やかに実施すること。 

以上，地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 
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衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，厚生労働大臣， 

環境大臣 宛て 

議 長 名 

 

 


